
最高裁秘書第3012号

令和3年10月1日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 'M

司法行政文書開示通知書

8月31日付け（9月1日受付，第030481号）で申出のありました司法行

政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

既済事件一覧表（片面で7枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（当事者の氏名等） ，公にすることにより法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法人等の名

称等）及び公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号，

第2号イ及び第6号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）



日付g令和3年9月3日

ページ： 1/7
既済事件一覧表 集計期間 令和3年7月1日～ 令和3年7月31日

番号｜ 法廷｜主任裁判官｜主任鯛査官I － 事件番号 終局区分 憲法I少数備考 I上告受理 ､終局日
①

被上告人上告人

□｜□’' '第'小法廷|山口厚 ｜前田志織

21第'''､法廷|山口厚 ｜中嶌諏訪
第1小法廷 山口厚 中嶌諏訪2

' R3･7･1 1不受理ロ
言配
号
号

７
５
５

１
４
７

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受

く
く
く

年
年
年

２
３
３

今
洞
今
や
《
祠

日本司法支援センター

不受理 □ □R3n7．1

第1小法廷 小池裕 I熊谷大輔 不受理3 R3．7．1 ■ |■’

廷
廷
、
廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法
法
法

■
Ｇ
画
、
■
○
一
ロ
ワ
マ
Ｑ
、
己
ａ
ｎ
ロ
↑
巳
己
ロ
ａ

４
４
４
肌
４

小
小
小

１
１
１
１
１
１
１
１

第
第
第
第
第
第
第
第

棒
蘓
一
叩
疵
一
趣
一
皿
瓢
厩

詫
一
霊
一
厚
癖
一
準
一
厚
瓢
羅

鵜
一
獅
蘓
一
噸
翫
弱
砺
一
認

斡
一
轄
一
誌
一
睡
一
識
一
瀦
一
認
一
癖

巨
言
巨
言

１
２
４
４
３
５

第
第
勤
動
く
く
年
年
３
３

《
祠
今
祠

》
穂
一
》
棚
穂

４
－
５
－
６
－
７
－
８
－
９
－
㈹
一
柵

函
一
細
一
翻
一
州
．
一
糊

口
一
口
｜
口
一
□
・
一
口
一
口
一
口
一
□

一
一
一
一
一
一
一

口
一
口
一
□
｜
口
一
口
一
口
一
口
一
口

号
号
号

２
８
７

８
２
９

５
６
６

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受

く
く
く

年
年
年

３
３
３

〈
祠
今
や
〈
洞

》
》
一
》
穂不受理

号
号
号
号
号
号
号
号
号
碍

７
９
４
５
４
６
３
０
３
７

０
０
．
３
９
１
１
２
．
７
７
１

７
７
７
７
８
８
８
８
８
．
１

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受
受
受
．
受
受
受
受

く
く
く
く
く
く
く
．
く
く
く

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

３
３
３
．
３
３
３
３
３
３
２

令
令
《
ア
令
令
令
令
令
令
令

R3D7･1

R3･7･1

R3･7･1

R3．7．1第1小法廷 木澤克之 森田亮12 ■ |■
q Ⅱ

｜
惚
一
掴

R3･7．1 1不受理廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

１

１
１

第
第
第

睡
脚
雁

旭
一
純
緬

岨
瓢
蘓

厚
魂
一
霊

口
一
口
一
□

口
一
ｍ
二
口

不受理
一一

不受理

R3｡7･1
－

R3･7．1帽
一
相 第1小法廷 池上政幸 鷹野旭 不受理R3･7･1 ■ □

R3"7i1 l不受理'71第1小法廷|木澤克之 ｜森川さっき
181第2小法廷|三浦守 ｜前田志織18.'第2小法廷 前田志織三浦守

□｜□

不受理R3．7．2 □田

令3年(受)第237号 不受理第2小法廷 三浦守 野中伸子 R3．7■2 ■ □19

》
｜
》
穂
穂
一
》

第2小法廷草野

第2小法廷草野

第2小法廷三浦
一一一一－－－

第2小法廷草野

第2小法廷岡村

諜
羅
一
守
藤
羅

錨
珂
．
扉
蒋
蒋

号
号
号
号
号
剖

９
２
２
３
５

８
３
５
５
４

２
３
３
．
４
５

第
第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受
受

く
ｌ
く
く
Ｉ

年
年
年
年
年

３
３
３
３
３

令
令
令
令
令

噸
濡
一
諮
蕊
癖

R3･7p2

R3･7．2

R3．7．2

□
一
口
一
口
一
口
｜
｜
■

ロ
ー
□
一
口
｜
□
｜
□

加
一
副
一
理
一
配
一
四

I

R3．7．2
－

R3･7･2

’
1第2小法廷 菅野博之

|令3年(受)第559号勺

R3．7．2 1不受理川崎直也 □25 □



日付:．令和3年9月3日

ページ： 2/7
既済事件一覧表 集計期間 令和3年7月1日～ 令和3年7月31日

主任鯛査官
堀内元城

堀内元城》

主任裁判官
三浦守

菅野博之

憲法|少数
一

口Ⅱ。
-百]百

事件番号

令3年(受)第586号

令3年(受)第664号

終局区分

不受理

不受理

上告人 被上告人 備考 上告受理終局日

I IR3.7･2
IR3･7･2

281第2小法廷 岡村和美 搾
添
弱

裕
砺
賑

i

l ’
令3年(受)第681号 不受理R3･7･2 □ |■

"

廷
廷
廷
廷
廷
廷
．
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法
法
法
法
法

小
小
小
小
小
小
小
小
小
小

２
２
２
２
２
２
２
３
３
３

第
第
第
第
第
・
第
第
第
第
第

幸
覇
調
調
一
読
藷
筆
一
電
一
霊
一
霜

守
一
守
一
守
一
守
一
守
．
薩
嘩
罰
一
弛
寵

”
一
釦
一
副
一
塊
一
認
一
狐
一
弱
一
妬
一
幻
一
調

巨
言
巨
言

８
９
２
２
７
７
第
第
』
ｊ
受
受
く
ｆ
年
年
３
３

〈
祠
《
祠

不受理

その他

不受理

不受理

不受理

判決(棄却･弁論あり）

判決(破棄･差戻）

不受理

不受理

不受理

虹
叩

R3.7画2

R3．7q2

R3･7･2

R3･7d2

海
砺
一
露
薊
薊
蕪
一
轤
翫

甦
爾
一
旭
一
垂
・
扉
一
繍
一
臓
爾

号
号
６
８
９
２
７
８
第
第
〕
ｊ
受
受
ｌ
く
年
年
３
３

今
祠
今
祠 号侶
令3年(受)第842号 R3．7p2

R3a7･5

R3･7．5

R3･7･6

R3･7･6

R3･7･6

□
一
口
一
□
｜
□
ロ
ー
□

□
｜
口
一
口
｜
口
一
口
一
□

令元年(受)第2052号 R3d4･9
h－

R3･4q9令2年(受)第4号

鍔
号
号
号

９
４
〃
３
７

７
２
７
６

１
４
６
８

第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ

受
．
受
受
受

く
く
く
く

年
年
年
年

２
３
３
３

今
洞
《
ね
〈
や
今
詞第3小法廷 戸倉三郎 鷹野旭 不受理39 R3･7･6 |■ ■’

ロ

廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法

１
、
、
、
、

４
４
４
４
４

２
１
１
１
１

第
第
第
第
第

鵠
瓢
頤
頤
一
皿

津
一
筆
一
厚
一
厚
一
厚

謹
癖
一
蝿
醗
一
読

令2年(受)第1636号海
燕
濡
蒋
、
一
議

》
｜
》
穂
》
穂

伽
一
例
｜
哩
一
“
｜
“

R3･7．7

R3･7．8

－

R3･7･8

□
｜
□
｜
□
｜
□
□
’

□
□
｜
□
｜
□
□

号
号
号
号

２
４
０
１

３
５
‘
．
１
７

．
１
３
．
４
４

第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受

く
Ｉ
く
く

年
年
年
年

３
３
３
３
．

《
わ
く
わ
く
洞
〈
祠

R3･7"8
－

R3･7･8

’

第訓小法廷｜山口厚 堀内元城 令3年(受)第686号 不受理45 R3･7･8 □ □

廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法
法

、
１
、
、
。
、
、
、

〃
４
４
４
４
４
川

１
１
１
１
２
２
２

第
第
第
第
第
第
第

嘩
一
旭
．
｜
ま
．
｜
誰
一
準
一
唾
一
鍼

令3年(受)第720号 R3･7･8

R3･7･8

檸
一
皿
瓢
瀧
‐
｜
宰
覇
覇
一

謹
一
厚
瓢
一
謹
一
守
亨
一
謙

暇
爾
一
馴
一
海
一
議
一
噸
一
鐸

》
穂
一
》
穂
穂
．
一
》
穂

妬
一
切
一
“
｜
囎
一
印
一
別
一
魂

□
口
一
□
｜
□
｜
□
一
口
一
□

但
凹
但
□
｜
□
｜
口
一
□

号
号
６
８
９
９
８
８
第
第
ｊ
ｊ
受
受
く
く

年
・
年

３
３

今
洞
・
〈
わ R3=7．8

R3．7p8

R3･7･9

－

R3･7･9

R3･7･9

》
》

グ

剛
争
粥
立行政法人都市再生
構

国

国



日付：令和3年9月3日

ページ： 3/7
既済事件一覧表 集計期間 令和3年7月1日～ 令和3年7月31日

稜王告入一｢ー備考 上告受理終局目~T~~T終局区秀一番号法廷 ，主任裁判官｜主任飼査官 事件番号 上告人 憲法|少数

□i□531第2小法廷|三浦守 ｜佐野文規 R3．7･9 1不受理

》
一

54第2小法廷 菅野博之 鷹野旭 R3･7．9 1不受理 ■ |■I

551第2小法廷|三浦守 ’一藤哲志 R3．7．12 1申立取下げ □ ｜■
I

第3小法廷 林道晴 船所寛生 不受理56 □ ■R3･7．13

’第3小法廷 渡邉恵理子 理
理
受
受
不
不

３
３
１
１

７
７

３
３
Ｒ
Ｒ

不受理R3．7"13家原尚秀5757 □□

第3小法廷|林道晴 ｜斗谷匡志
第3小法廷|戸倉三郎 ｜斗谷匡志 引号

８
９
５
５ R3.7.13 不受理

□’第3小法廷 長嶺安政揃田志織 令3年(受)第501号 不受理R3･7．13 ロ60
｜ Ⅱ I

誕
瀧
．
錘
塞
塞
錘
錘
錘
霊

４
〃
４
，
川
４
４
４
４
川

３
３
３
３
３
３
３
３
３

、
、
、
、
、
、
、
、
１

第
第
第
第
第
第
第
第
第

１
２
３
４
５
６
７
８
９

６
６
６
６
６
６
６
６
６

一
“

３６

第3小法廷

長嶺安政

戸倉三郎

渡邉恵理子

渡邉惠理子

|長嶺.安政

I林道晴

|渡邉惠理子

林道晴

川崎直也

本條裕

》
｜
》
鐸
穂
穂
一
》
穂
穂
穂

宣
言
宮
言

４
２
８
３
５
６
第
第
１
ｊ
受
受
く
く
年
年
３
３

今
洞
〈
祠

口
一
□
□
｜
口
一
□
｜
□
｜
口
一
口
一
□

R3-7-13

R3･7．13

R3･7･13

R3･7．13

R3･7．13

R3p7｡13

一

R3．7．13

R3．7･13

R3｡7・13

旧
一
旧
一
旧
一
旧
一
旧
尼
匝
に
尼

川崎直也

川崎.直也 匡駕篝篝
轆
耐
碩
一
謹
一
調

裕
唖
禰
鯰
一
癖

号
号
号
号

６
９
４
６

９
１
２
３

６
７
７
７

第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受

く

く

く

く

年
年
年
年

３
３
３

３

〈
祠
今
や
今
や
．
へ
詞

|戸倉三郎
第3小法廷|戸倉三郎第3小法廷

令3年(受)第739号

不受理笹本哲朗 令3年(受)第741号 R3｡7･13 □｜□70
」 ロ ロ

不受理第3小法廷 宇賀克也 高瀬保守 令3年(受)第747号 R3･7a13 □□71

不受理

不受理

不受理

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

３
３
３

第
第
第

霊
龍
霜

弛
罰
一
趣 霞
罐
一
噸
認

号
号
号
号

５
８
９
７

４
４
．
６
３

８
８
８
９

第
第
第
第

』
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受

く
く
く
く

年
年
年
年

３
３
３
３

今
乖
《
祠
〈
洞
今
洞

R3･7．13 旧
価
辰

叫
國
四

R3．7･13

－

R3･7･13園
■

’

第3小法廷 長嶺安政 鷹野旭 不受理R3･7･1375
□’ □

’
第3小法廷 第

第
く
く
受
受

〕
“
ｊ

国
言
巨
宕

５
９
４
６
９
２

誇
砺

不受理戸倉三郎 鷹野旭76 R3･7･13 □ ■

□｜□R3．7．15 1不受理771第1小法廷|深山卓也 ｜野中伸子



日付：令和3年9月3日

ページ& 4/7既済事件一覧表 集計期間 令和3年7月1日～ 令和3年7月31日

一F

・終局区分
,不受理

r一

番 幽
□副

備考 ｜上告受理終局日
IR3･7.･15

睡
巴
沮
旧
両

法廷 |主任裁判官，主任調査官I 事件番号号 被上告人 上告人

剖
副
一
日
一
口

第1小法廷 池上政幸 野中･伸子 ロ
言
巨
宕
巨
言
巨
言
巨
言

８
７
０
６
６

５
９
２
３
４

５
５
６
，
６
６

第
第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受
受

く
く
く
く
く

年
．
年
年
年
年

３
３
３
３
３

へ
祠
．
《
祠
今
洞
今
や
今
萢

78

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

１
１
１

第
第
第

趣
、
｜
棒

準
一
厚
冠

率
訴
禰

癖
蒋
一
裕

沌
一
即
一
田

R3･7･15

R3"7･15

R3．7．15

R3P7･15

R3．7･15

R3･7．15

R3．7．15

第1小法廷 山口厚 川崎直也 □82 |■

第1小法廷
一

第1小法廷
安浪亮介 ｜川崎直也｜令3年(受)第657号
山口厚 ｜堀内元城 ｜令3年(受)第692号

令3年(受)第657号銅
一
．
餌

叩
硴 Ｉ

■

Ⅱ

。

』

■

ず

日１１１１１

第1小法廷 不受理安浪亮介 前田志織 令3年(受)第Z12号 ■85 |■

廷
廷
廷
廷

廷
廷

法
法
法
法
些
法
法

１
、
、
、
、
、

４
川
４
４
〃
川

１
１
１
１
１
１

第
第
第
第
第
第

権
紅
一
延
蘓
一
権
羅

》
穂
一
》

趣
羅
應
葹
壷
一
錘

榊
翫
調
一
細
濡
耐
藤

諏
爾
蝿
溺
一
裕
蕊
一
旭

号
号
８
１
５
７
７
７
第
第
ｊ
ｊ
受
受
く
く
年
年
３
３

〈
わ
〈
羽

卵
一
町
一
卵
一
閉
一
卯
馴
一
塊

IR3･7.15

i壷垂
|R3･7d15

□
｜
□
｜
□
□
｜
□

□
｜
□
｜
□
｜
口
一
口
｜
ロ
ー
□

’
嶬
砺
窄

評
議
識

ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受

く
Ｉ
く

年
年
．
年

３
３
３

令
令
令

手
１
１

IR3･7･15 1不受理
IR3.7･15 1不受理

｜

h

に
一
に
圧|■

号
号
号

１
３
１

２
４
５

９
９
．
９

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受

く
く
く

年
年
年

３
３
３

令
令
令

腔
建
厩

|鰈
I

|R3･7･15

|

’第1小法廷|山口厚
第1小法廷l深山卓也深山卓也 □’

I

I

森川さっき

家原尚秀

93

1R3･7･16 1不受理941第2小法廷94 草野耕一 令3年(受)第328号 □ □

□□｜
□□｜

□□｜

□□

□□｜

□□

□，□i
□｜□｜

｜ ｜

□｜□I

口一口口一口一□

□|□

》
》
翻
一
》
｜
》

》
雷
雷
露
露
蹄
一
耐

辮
砿
廠
評
寵
羅
羅

緬
濡
一
海
．
｜
辨
一
鐸
一
噸

詮
一
燃
爾
一
裕
爾
一
睡

令3年(受)第381号廷
廷
法
法
小
小
騨
鐸

５
６
９
９

R3･7･16

R3．7｡16

R3･7･16

R3･7．16

R3．7．16

亘
言
巨
万
宮
言

４
５
５

０
０
９

３
０
２

第
“
第
第

〕
ｊ
ｊ

受
受
受

く
く
く

年
年
年

諦
諦
顎

’廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法

小
小
小
小
小

２
２
２
２
２

第
第
第
第
第

神戸市卯
一
一
卵
一
卵
一
価
価

令3年(受)第715号

》
》
｜

号
号
偲
弱
７
７
第
第
ｊ
ｊ
受
受

く
ロ
く

年
年
３
３

〈
や
く
や
」

不受理
一

不受理

R3．7･16

R3．7･16本條裕
1

菅野博之 不受理第2小法廷 宮崎朋紀 R3．7a16102

'031第2小法廷|岡討和美 ｜川崎直也 R3･7.､16 1不受理

国 一

公立大学法人奈良県立
医科大学

苅田町

に
刑
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日付2令和3年9月3日

ページ： 5/7
既済事件一覧表 集計期間．． 令和3年7月1日～ 令和3年7月31日

碕考、‐~上告受理終局日 終局区分番号 法廷 主任裁判官｜主任鯛査官 事件番号 上告人 被上告人、

》
一
》
｜
》

蓉
蕾
調

謙
蔵
一
守

壗
一
識
一
噸

蛎
雨
唖

巨
言
巨
言
酉
言
巨
言

３
５
２
７

０
０
１
４

８
８
８
８

第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受

く
く
く
く

年
年
年
年

３
３
３
３

へ
洞
《
祠
〈
祠
《
わ

R3．7･16

R3･7-16R3．7･16

104

105

106

－

R3･7．16 |不受理

R3．7．16 1不受理第2小法廷 草野耕一 森川さっき107 □｜□

不受理
□|□

第2小法廷 岡村和美 森川さっき 令3年(受)第865号108 R3･7･16

亘
□
｜
□
｜
回
一
□
｜
口
百
一

ｍ
面
コ
ロ
ー
ロ
｜
口
國

廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法
法

、
、
、
１
，
１

Ⅶ
４
４
４
４

小
小

２
２
２
２
３
３
３

第
第
第
第
第
第
第

》
詫
奉
》
畔
一
雪
一
錘
一

和久･一彦

鷹野旭

不受理

不受理
イ ー_

不受理

判決(破棄･差戻）

不受理

不受理

不受理

巨
言
自
言

８
２
６
２
８
９
第
第
ｊ
ｊ
受
受
く
く
年
年
３
３

今
わ
く
わ

岬
一
ｍ
一
祁
一
・
地
一
噸
一
叩
一
噸

R3．7･16

R3.7..16

R3･7･16

R3．7．19

R3.7.20

R3･7画20

R3･7･20

ｌ
Ｌ
Ｉ
ｌ
別
■
１
１
ｊ
・
１
■
■
け

脚
一
峨
犀
犀
雨

塞
一
裕
鯛
一
鱸
一
読

令3年(受)第925号・

令元年(受)第1968号

令2年(受)第1711号

R3．5．14

自
言
自
言
巨
言
宮
言
巨
言
自
言

８
８
４
９
０
０

５
８
５
７
８
１

３
４
７
７
７
８

第
第
第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受
受
受

く
Ｉ
く
く
く
く

年
年
年
年
年
年

３
３
３
３
３
３

《
覗
く
や
今
市
〈
祠
《
洞
《
わ

R3･7･20 1不受理第3小法廷 宇賀克也 堀内元城 ■ |■116

ﾛ 五 企

不受理

不受理

不受理

廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法
法
法
法
法
法

、
、
、
１
、
、
１
、
、
、
．
１

４
４
４
４
４
４
４
４
４
’
４

３
３
３
３
３
３
３
３
３
１
１

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

７
８
．
９
０
１
２
３
４
５
６
７

ｆ
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

噸
一
噸
・
砺

霊
一
霊
認

霊
一
鋤
一
鋤

嘩
函
蕊

R3．7.．20

R3･7．20

R3･7･20

R3画･7．20

R3･7･20

R3．7．20

R3･7．20

R3．7｡20

R3．7．20

R3．7･26

R3．7･26

R3．7．26

|I 不受理
一

不受理

林道晴

長嶺安政

林道晴

宇賀克也

戸倉三郎

戸倉三郎

木澤克之

山口厚

需
雨
薊
薊
一
零
一
緬
砺
砺
一
謡

騨
一
癖
一
難
扉
一
嶢
一
雛
爾
緬
爾
一
裕

得
鍔
・
喝
瘍
娼
碍
幅
号
鍔

８
０
４
４
６
７
６
４
３

８
．
．
９
９
９
９
９
１
８
《
４

第
第
第
第
第
第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｌ
ｊ
ｊ

受
受
受
受
受
受
受
受
受

く
く
く
く
く
く
く
く
く

年
年
年
年
年
年
年
年
年

３
３
３
３
３
３
２
３
３

〈
わ
く
わ
く
洞
苓
や
《
わ
《
わ
く
詞
今
や
今
や

□｜□
□I□’

不受理
一

不受理
四_旦
□！□

□|□
－

口｜□

□｜□
ara

》
穂
禰
穂

不受理

'28 1第1)1,法廷
1291第1小法廷

128 深山卓也 ■ |■I

令3年(受)第489号 R3．7．26 不受理池上政幸 ｜本條

国



日付:、令和3年9月3日

ページ: 、 6/7既済事件一覧表 集計期間 令和3年7月1日～ 令和3年7月31日
ヘ

終局区分 、憲法少数番号 法廷 主任裁判官｜主任鯛査官 事件番号 ’ 備考 上告受理｜終局日上告宮 猿上告人人
Ⅱ
Ｈ
ｒ
ｌ
Ｆ
Ｈ
Ｉ
■
ｔ
い
し
Ｈ
０
ｐ
Ｂ
０
■
７
１
０
８
８

不受理
一

不受理

廷
．
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法
法
法
法
法
法
法
法
法

１
、
、
１
、
、
？
、
、
、
、
、
、

、
１

４
４
４
４
４
４
川
４
４
４
４
川
４
．
〃

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３

３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
４
４
４
４

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

延
樗
一
迦
一
趣
檸
頤
蘓
．
｜
皿
、
穂
蘓
一
泄
一
和
一
棒

準
一
霊
一
癖
一
蜂
謹
一
厚
一
霊
一
厘
厚
一
謹
藏
羅
瓢
一
霊

擁
調
濡
嚥
濡

裕
一
諦
珂
溺
廟

巨
言
亘
言
亘
言
宮
呑
口
言

８
８
６
１
．
３

１
３
７
９
４

５
５
５
５
６

第
第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受
受

く
く
く
？
く
く

年
年
年
年
年

３
３
３
３
３

〈
わ
《
祠
今
祠
〈
祠
《
祠

-|鼎号
６
６
２
２
■
■
７
７
”
■
３
３
Ｒ
Ｒ

|不受理

床蔓逗

|穂
|慧
不受理

不受理

不受理

不受理

F冒霊
Fﾐ蔓琿
|不受理

□
｜
□
｜
□
｜
口
一
口
一
口
｜
□
｜
旦
日
互
旦
０

□
ロ
ー
□
｜
□
｜
口
一
口
｜
□
一
口
一
口
一
口
一
口
｜
□

R3．7"26

R3･7．26

R3．7．26

R3．7･26

R3･7･26

R3．7．26

R3．7"26

R3･7･26

R3｡7･26

R3･7･26

1…
R3.7.26

轤
一
噸
蘇
罰
一
零
一
難

識
証
爾
一
轆
蒋
一
鱈

号
号

，
８
１

６
９
．

６
７
第
第
ｊ
ｊ
受
受
く
く
年
年
３
３

〈
や
一
面

号
号
号

８
８
８

９
５
８

７
８
８

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

受
受
．
受

く
く
く

年
年
年

３
３
３

今
や
く
や
〈
祠

令3年(受)第889号

謡
砺
緬
爾
一
訓
願
悪

鷹野

能登

擁
一
嶬
爾
一
旭
一
噸
一
過
緬
緬
爾
一
鐸
一
龍
爾
一
銅

旭

謙太郎

号
号
号
号
鍔
唱
褐

３
８
３
７
１
２
６

９
７
８
９
０
０
３

８
９
９
９
１
１
１

第
第
第
第
第
第
第

７
；
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受
受
受
受

く
く
く
く
ｌ
く
く

年
年
年
年
年
年
年

３
３
３
３
３
３
２

一
羽
今
詞
今
詞
《
わ
《
わ
《
や
く
や

－
１
１

不受理第1小法廷 R3･7o26 ■ |■I山口厚144

|不受理

痒蔓蓮
□｜□
団~百

：！

廷
廷

法
《
法

小
小
１
１
第
第

山口厚

池上政幸

R3．7．26
勺

R3．7．26

145
－

146

li 不受理 □1471第3小法廷 宇賀克也 R3･7o27 |■
1

R3･7．27 不受理第3小法廷 宇賀克也 能登謙太郎能登 令2年(受)第1368号 口
一
□

□148

》
一
》
｜
》
｜
》
穂

廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法

、
．
、
、
１
１

４
．
刈

〃

４

川

３
３
３
３
３

第
第
第
第
第

林道晴

林道晴

林道晴

戸倉･三郎

戸倉三郎

号
号
号
号
号

８
７
４
８
９

３
９
９
６
６

２
２
４
５
５

第
第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受
受

く
く
く
く
く

年
年
年
年
年

３
３
３
３
．
３

令
令
令
令
令

R3．7．27

R3･7･27

R3･7．27

R3..フ｡27

R3･フ｡27

口
一
口
□
｜
口
一
□

諏
師
燕
濡
．
藤

蝿
一
価
一
回
一
睡
一
繩

口
一
口
一
□
一
口

理
理
受
受
不
不

７
７

２

２

■
■
７
７

日
■
３
３
Ｒ
Ｒ

第3小法廷 号
号

５
．
７

４
１

６
．
７

第
．
第

〕
ｊ
受
受
く
く
年
年
３
３

伶
ｌ
伶

織志
裕
田
條
前
本

前田志織林道晴 □ □154

1551第3小法廷 長嶺.安政 □□
－

東京都



日付：令和3年9月3日

ページ： 7/7
既済事件一覧表 集計期間 令和3年7月1日～ 令和3年7月31日

嘩
一
則
叫
印

癖
巨
旧
而

終局区分

不受理

不受理

備考 上告受理終局日
I IR3･7･27

番号 法廷 主任裁判官主任胴査官 事件番号 被上告人上告人

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

林道晴

戸倉三郎

宇賀克也

搾
一
耀
凧

郎太
城

裕
謙
元

号
号
号

０
７
２

６
９
２

７
７
８

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受

く
く
く

年
年
年

３
３
３

今
洞
〈
わ
《
わ

156

157

158

R3．7．27
一

R3．7･27

R3･7D27

不受理

不受理林道晴159第8小法廷
’
本條裕 ■号

号
号
号
号
号
号
号
号
号
鍔
蝪
鍔

３
６
６
１
７
１
０
６
３
４
０
１
２

４
５
７
９
１
７
８
８
９
９
０
０
０

８
．
８
８
８
９
９
９
９
９
９
１
１
１

環
境
境
環
境
潭
環
潭
藤
澆
嶬
朧
境

受
受
受
受
受
受
受
受
受
受
受
受
受

く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く

年
年
．
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

３
ゞ
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３

〈
祠
く
わ
今
而
今
洞
今
や
今
や
今
や
今
洞
今
祠
今
祠
今
祠
今
祠
今
祠

■
ロ ロ 【

第3小法廷 長嶺安政 川崎直也 不受理 □ □160 R3･7･27

瀧
穂
認
一
》
穂
穂
穂
穂

廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法
法
法

小
小
小
小
小
小
小
小

３
３
３
３
．
３
３
３
３

第
第
第
第
第
第
第
第

林道晴

戸倉三郎

林道晴

長嶺安政

宇黄.克也

長嶺安政

林道晴

林道晴

饒
爾
諏
添
稲
一
雑
一
峠
一
峠

鋤
一
率
亮
．
｜
龍
一
騨
一
裕
一
拓
一
拓

R3．7．27

R3･7･27

R3･7･27

161

162

163

164

165

166

167

168

| ‘

’

｜

’ R3．7．27

R3c7･27

R3．7･27
一

R3．7．27

R3･7．27

R3Q7･27

R3･7･27

R3･7．27

R3．7･27

R3．7．27

R3．7･27

R3･7･27

R3．7．30

第3小法廷 戸倉三郎 大竹敬人 口
一
□

■169

調
一
加
厩
薊
罰
割
一
棒

廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法
法

小
小
小
小
小
小
・
小

３
３
３
３
３
３
２

第
一
第
第
第
第
第
第

壼
認
一
藷
扉
一
龍
電
一
幸

郵
一
鋤
瓢
燕
罰
罰
一
守

癖
爾
ｒ
一
筆
禰
一
塞
一
裕

囚
印
コ
ロ
ー
□
｜
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検事総長

神戸市


